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１19
ダイヤル

岬消防署

１19

火災に関する情報や病院照会は、下記の電話番号におかけ下さい。
■火災に関する情報　☎ 473 ‐ 0019（自動応答）　　　　■病院照会　☎ 492 ‐ 0119

住
宅
防
火
診
断

　
住
宅
火
災
に
よ
り
、
毎
年
多

く
の
高
齢
者
の
方
が
亡
く
な
ら

れ
て
い
ま
す
。

　
火
災
に
よ
る
被
害
を
防
ぐ
た

め
岬
町
婦
人
防
火
ク
ラ
ブ
連
合

会
と
岬
消
防
署
は
、
各
種
団
体

の
協
力
を
得
て
高
齢
者
宅
を
訪

問
し
、
防
火
診
断
を
行
い
ま
す
。

▼
実
施
時
期
　
１
月
〜
２
月

▼
実
施
地
区
　
多
奈
川
地
区

▼
対
象
世
帯
　
お
お
む
ね
75
歳

以
上
の
方
の
み
が
居
住
す
る
世

帯
の
う
ち
、
希
望
す
る
世
帯

▼
問
合
せ
　
岬
消
防
署

　
☎
492
‐
０
１
１
９
　

　
１
月
₂₆
日
は

　
　
文
化
財
防
火
デ
ー

 

〜
育
て
よ
う
　
歴
史
を
守
る

　
防
火
の
心
！
〜

　
文
化
財
防
火
デ
ー
は
、
昭
和

24
年
に
国
宝
の
奈
良
県
法
隆
寺

金
堂
の
壁
画
が
焼
失
し
た
こ
と

に
伴
い
、
国
民
の
貴
重
な
歴
史

的
財
産
を
守
る
た
め
に
定
め
ら

れ
た
も
の
で
、
毎
年
こ
の
日
を

中
心
に
全
国
的
に
文
化
財
防
火

の
運
動
が
展
開
さ
れ
ま
す
。

　
管
内
で
も
国
宝
や
重
要
文
化

財
が
多
数
あ
り
ま
す
が
、
火
災

等
で
失
う
こ
と
な
く
未
来
へ
引

き
継
ぐ
こ
と
が
一
人
ひ
と
り
の

責
務
と
も
い
え
ま
す
。

　
消
防
本
部
で
は
、
文
化
財
防

火
に
徹
底
を
期
す
た
め
、
防
火

診
断
や
消
防
団
及
び
婦
人
防
火

ク
ラ
ブ
と
合
同
で
の
消
防
訓
練

等
を
計
画
し
て
い
ま
す
。
住
民

の
み
な
さ
ま
も
、
文
化
財
防
火

に
ご
協
力
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

お
願
い
し
ま
す
。

■
消
防
訓
練

▼
日
時
　
１
月
26
日

（月）

　
午
前
９
時
30
分
〜

▼
場
所

　
天
台
宗
鳳
樹
山
　
興
善
寺

▼
問
合
せ
　
岬
消
防
署

　
☎
492
‐
０
１
１
９
　

　■わくわく関空見学プラン
　関西国際空港では、「関西空港ってどんな空港？どんな飛行機が来ているの？」に答える、「わくわく関
空見学プラン」というバスツアーがあります。 
　「関空の裏側探検コース」では、展望ホール SkyView を出発し、通常は立ち入ることの出来ない保安区
域に入り、機内食工場や大きな給油タンクなど、空港を支える裏方の施設を車窓見学。また、風向きや離
着陸の状況によっては、飛行機を間近にご覧頂くことが出来ます。また、今年 3 月より、アジア最大級の
ソーラーパネルを始め、関西空港が行っている環境への取り組みを楽しく学ぶ「スマート愛ランドコース」、
また団体向けに、飛行機で食べる機内食の製造工程や特別食のためのお部屋など、機内食にまつわるお話
を機内食工場のスタッフから聞くことができる「機内食工場コース」も開設しています。

▼問合せ　関空展望ホール「Sky View」☎ 455 ‐ 2082　

関空NEWS
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健 康 ス ケ ジ ュ ー ル

事業名 対象・定員等 日時・受付 その他

特定健診
国保若年特別健診
後期高齢者健診
結核肺がん検診

肝炎ウイルス検査
歯科健診

大腸がん検診

●特定検診
　国保加入者で 40 歳～ 74 歳
の方、または満 40 歳以上の生
活保護世帯の方
●国保若年特別健診
　S50.4.１以降に生まれた方で
満15歳以上の国保加入者
●後期高齢者健診
　後期高齢者医療の対象者
●結核肺がん検診
　満 40 歳以上
●肝炎ウイルス検査
　満 40 歳以上（初回に限る）
●歯科健診　満 15 歳以上
●大腸がん検診　満 40 歳以上

１月 20 日（火）
午前９時 30 分

～ 11 時 30 分

▼肝炎ウイルス検査、歯科健
診、大腸がん検診、BCG 以外
は要予約です。

▼「保健師健康相談」は「各種相談」
の15ページに掲載しています。

▼各種がん検診は有料ですが、
生活保護世帯もしくは、70 歳
以上の方は無料になります。詳
しくはお問い合わせください。

▼毎月10 日までの健康スケジ
ュールは前月号に掲載していま
す。くわしくは「平成 26 年度
健康づくり日程表」でお知らせ
していますので、1 年間大切に
保管して健康づくりにお役立て
ください。

胃がん検診 満 40 歳以上 １月 20 日（火）
午前９時 30 分～ 11 時

ＢＣＧ予防接種 生後３か月～ 12 か月に至るま
でに１回接種（標準５～８か月）

１月 23 日（金）
午後２時～２時 30 分

肝炎・肝がん啓発普及講演会

▼日時　２月 21 日（土）
　　　　午後２時～４時
▼場所　阪南市立文化センター
　サラダホール１階　小ホール
▼内容
　「Ｃ型肝炎といわれたら　～その生活
上の注意から治療法まで～」
▼講師　市立貝塚病院　
　診療局長兼消化器内科部長　
　山

や ま だ

田　幸
ゆきのり

則　先生
▼対象　一般府民等
▼申込期限　２月６日（金）
▼申し込み　泉佐野保健所企画調整課

　☎ 462 － 7702　

　ふぐは猛毒を持っています。釣ってきたあるいは譲り受けた
ふぐを絶対に調理しないでください。
■ふぐ毒について　ふぐ毒には神経麻痺作用があり、摂食後
20 分～３時間でしびれや嘔吐などの症状が現れます。有効な
治療薬はなく、重症の場合は、死に至ることもあります。
■ふぐの自家調理は絶対にダメ！　ふぐの種類によって毒のあ
る部位が異なり、類似した形・色柄があるので間違いやすいで
す。ふぐによる食中毒例の約７割が免許を持っていない人が調
理したことが原因で発生しています。ふぐを調理するには免許
と専用の施設が必要になりますので、自家調理は絶対にやめて
ください。
※ふぐ以外にも、自然界にはソウシハギなどの猛毒を持った魚
が数多くいます。釣りなどで釣った魚を調理し食べる場合には、
魚種などを確認し、知らない魚は絶対に食べないでください。
▼問合せ　泉佐野保健所生活衛生室　食品衛生課　☎ 464 － 9688

▼ふれあい遊び
　１月 14 日（水）　10：30 ～ 11：30
▼わらべ唄遊び・絵本等の紹介・栄養相談　
　１月 28 日（水）　10：30 ～正午

▼参加費
　４月以降平成 27 年の３月までの間に１家族につき１回の
み 300 円をご負担ください。以降は無料です。
▼問合せ　保健センター　☎ 492 ‐ 2424

ほのぼのクラブほのぼのクラブ ～親子交流・仲間づくりの場～～親子交流・仲間づくりの場～

ＩＮ　望海坂第一集会所

ふぐの自家調理はやめましょう
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◆泉南警察署からお知らせ
■１月 10 日は「110 番の日」
　あわてず、落ち着いて話して
下さい。
○どんな事件・事故ですか？
○どこで（場所）ありましたか？
○いつごろ（時間）ありましたか？
○犯人の特徴は？（性別・人相・
服装など）
○今、どうなっていますか？（被
害の状況・事故の様子）
○あなたの住所・名前・電話番号は？
▼問合せ　泉南警察署
　　　　　☎ 471 － 1234

その他
◆ 2015 年農林業セン
　サスにご協力ください
　２月１日現在で、全国一斉
に “ 農林業の国勢調査 ” といわ
れる「2015 年農林業センサス」
が実施されます。
　この調査は、今後の農林業の政
策に役立てるために５年ごとに実
施される極めて大切な調査です。
　１月中旬から農林業を営んで
いる皆様のところに調査員が訪
問して、調査票に農林業の経営
状況などの記入をお願いします
ので、ご協力をお願いします。
▼問合せ
まちづくり戦略室企画政策担当
　　　　　　☎ 492 ‐ 2775

◆浄化槽の定期検査を
　受けましょう
　浄化槽管理者は、浄化槽法で

「保守点検」や「清掃」の実施
とあわせて、毎年１回「定期検
査」（11 条検査）を受けること
が義務付けられています。この
検査は、浄化槽が適正に機能し
放流水が適切な水質であるか確
認する検査ですので、定期検査
を受けましょう。
▼問合せ
○定期検査の申し込み
大阪府知事指定検査機関　
一般社団法人大阪府環境水質指
導協会　☎ 072 － 257 － 3531
○浄化槽に関すること　　
泉佐野保健所　生活衛生室　
環境衛生課　☎ 462 － 7982

◆放送大学　４月生募集
　放送大学では平成 27 年度第
１学期（４月入学）の学生を募
集中です。
　放送大学はテレビ等の放送や
インターネットを通して学ぶ通
信制の大学です。
　心理学・福祉・経済・歴史・
文学・自然科学・情報など、幅
広い分野を学べます。
出願期間は３月 20 日までです。
資料を無料で差し上げていま
す。お気軽に放送大学大阪学習
センターまでご請求下さい。
放送大学ホームページでも受け
付けております。
▼問合せ
　放送大学大阪学習センター　

☎ 06 － 6773 － 6328　

岬町教育委員会

　町内のこどもを犯罪から守るため、
みなさまのご協力をお願いします。
　※地域安全ボランティアの登録は随時受付しています。

毎月８日は
「こども安全デー」です！

毎月８日は
「こども安全デー」です！

◆住民票の写し等の第三者
　交付に係る本人通知制度
　岬町では住民票の写し等の不
正請求や不正取得を防止するた
め、代理人や第三者など本人以
外の人に住民票や戸籍謄本等の
写しを交付した場合、事前に登
録した人に対してその交付事実
を郵送でお知らせし、さらに、
どのような書類が交付されたか
を必要とする場合は、「交付事
実証明書」（１部 300 円）を交
付する制度を実施しています。
ぜひご利用ください。
▼事前登録の対象者
○岬町の住民基本台帳に記載さ
れている人（ただし、岬町から
転出し、５年を経過している場
合は登録できません。）
○岬町が編製した戸籍に記載さ
れている人、または戸籍に記載
されたことがある人
▼事前登録に必要なもの
○窓口に来る人の本人確認書類（運
転免許証・パスポート・顔写真入
りの住民基本台帳カードなど）
○代理人が申請する場合は本人
からの委任状、未成年者等の法
定代理人が申請する場合は戸籍
謄本など資格がわかる書類
▼交付事実証明書の内容　交付
した日、住民票などの種別・枚数、
本人（代理人）の住所・氏名
▼申込・問合せ　住民生活課　
住民係　☎ 492 ‐ 2713
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募　集
◆泉州南消防組合職員採
　用試験（追加募集）
▼試験職種　消防職員
▼採用予定人数　３名程度
▼受検資格　平成元年４月２日
から平成９年４月１日までに生
まれた人
▼試験日　第１次　１月25日（日）
※第２次試験の日時及び場所に
ついては、第１次試験合格者へ
後日連絡します。
▼試験場所　採用試験実施要領
に記載しています。
▼申込書の配付　泉州南広域消
防本部総務課及び各消防署にて
配布しています。
※ ホ ー ム ペ ー ジ (http://www.
senshu-minami119.jp/) か ら も
ダウンロードできます。
▼申込方法　１月５日（月）から
15 日（木）までに泉州南広域消
防本部総務課へ持参または郵送。
※郵送の場合は１月 15 日必着
▼問合せ・申込先　
　泉州南広域消防本部総務課
〒 598 ‐ 0048　泉佐野市りん
くう往来北１番地の 20

☎ 469 ‐ 0119・462 ‐ 1050

◆予備自衛官補募集　　　

■一般、技能
予備自衛官補とは、必要な教育
訓練を受け終了後に予備自衛官
となる制度です。
▼受付期間
第１回　１月８日～３月 24 日
第２回　７月１日～９月 18 日
▼試験期日　
○第１回
　４月10日～14日のいずれか１日
○第２回
　10 月２日～５日のいずれか１日
▼合格発表　
○第１回　５月 16 日
○第２回　11 月 14 日
▼採用対象　自衛官未経験者
▼採用年齢
○一般　日本国籍を有する 18
歳以上 34 歳未満
○技能　日本国籍を有する 18
～ 55 歳未満
※技能とは、医療、語学、車両
整備などの専門技術者の採用で
す。第１回で採用予定数に達し
た場合、第２回は実施しない場
合があります。
▼問合せ
　自衛隊大阪地方協力本部岸和
田地域事務所　
　　　　☎ 426 ‐ 0902・0903

■　本　の　紹　介　■
☆糸車　　　　　　　著者 ：宇江佐　真理
☆べんけい飛脚　　　著者 ：山本　一力
☆神様の裏の顔　 　  著者 ：藤﨑　翔
☆ターンオーバー　　著者：堂場　瞬一

図書だより図書だより

◆府立南大阪高等職業技術専門校
　生徒募集・見学会開催
■４月入校生募集
▼募集概要
○自動車整備科（訓練期間２年、
対象 18 歳以上 34 歳以下）【高
卒以上】
○電気主任技術科（２年、18
歳以上）
○情報通信科（１年、18 歳以
上 34 歳以下）【高卒以上】
○環境分析科（１年、18 歳以上）
○Ｗｅｂシステム開発科　（１
年、18 歳以上 34 歳以下）
○車体整備科（１年、18 歳以
上 34 歳以下）
▼募集定員　各 30 名
▼募集日程
○願書受付
　１月５日（月）～ 29 日（木）
※原則として居住地を管轄する
ハローワークで受付します。
▼選考試験　２月 20 日（金）
▼合格発表　２月 25 日（水）
▼入校日　４月９日（木）
▼授業料　月額 9,900 円（年間
118,800 円）（所得等による免
除制度あり）
※別途、教科書等の実費が必要。
▼入校選考料　2,200 円
▼入校料　5,650 円
■見学会　
▼とき
　１月 14 日（水）、26 日（月）、
２月 10 日（火）、３月３日（火）
　各日とも午後１時 15 分～
※事前申込不要・参加費無料
※１月 14 日は体験実習あり
▼所在地　和泉市テクノステー
ジ２－３－５
▼問合せ　大阪府立南大阪高等
職業技術専門校

☎ 0725 ‐ 53 ‐ 3005　

※本のリクエストを受付けています。淡輪公民館では、大阪府立中央
図書館より本の貸出を受けています。公民館にない本、貸出中の本も
リクエストして下さい。
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70 歳未満の高額療養費の自己負担限度額の見直し
　国民健康保険では医療費が高額になったときのために、所得に応じて自己負担限度額（自己負担上限
額）が定められています。（高額療養費）
　平成 27 年１月診療分より、高額療養費の自己負担限度額をきめ細やかに設定するための見直しが実
施され、70 歳未満の方の自己負担限度額が３区分から５区分に変更されました。
　なお、住民税非課税世帯および 70 歳以上 75 歳未満の方の自己負担限度額は据え置かれます。

総所得金額等※ ３回目まで（12 か月以内で） ４回目以降
上位所得者 600 万円を超える 150,000 円＋ ( 医療費－ 500,000 円 ) ×１％ 83,400 円

一般 600 万円以下
（住民税非課税世帯を除く） 80,100 円＋ ( 医療費－ 267,000 円 ) ×１％ 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

総所得金額等 ※ ３回目まで（12 か月以内で） ４回目以降

上位所得者
901 万円を超える 252,600 円＋ ( 医療費－ 842,000 円 ) ×１％ 140,100 円

600 万円を超え 901 万円以下 167,400 円＋ ( 医療費－ 558,000 円 ) ×１％ 93,000 円

一般
210 万円を超え 600 万円以下 80,100 円＋ ( 医療費－ 267,000 円 ) ×１％ 44,400 円

210 万円以下
( 住民税非課税世帯を除く ) 57,600 円 44,400 円

住民税非課税世帯 35,400 円 24,600 円

○自己負担限度額（月額）　平成 27 年１月診療分から（５区分）

※総所得金額等＝総所得金額－基礎控除（33 万円）

○自己負担限度額（月額）　平成 26 年 12 月診療分まで（３区分）

◆高額医療・高額介護合
　算制度
　「高額医療・高額介護合算制
度」とは、医療保険と介護保険
の両方に自己負担額があること
で負担が重くなっている方の負
担を軽減するための制度です。
世帯で、毎年８月１日～翌年７

後期高齢者医療

◆防犯速報
■「還付金詐

さ ぎ
欺が急増！」

　役場や社会保険事務所の職員
を名乗り、医療費の還付金を装

よそお

って、現金を騙
だま

し取る事件が多
発しています。
　ＡＴＭ（現金自動預払機）で
還付金を受け取ることは絶対に
ありません！
　「0120 －○○に電話して・・・」
や「ＡＴＭに行って・・・」と
いうような電話がかかってきた
ら、詐欺の可能性が高いので警
察や役場に相談ください。
▼問合せ
　保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

月 31 日の１年間（ただし、計
算期間中に資格喪失された方は
資格喪失日の前日まで）に支払
った医療保険と介護保険の自己
負担額の合計が所得区分に応じ
た基準額を超えた場合、その超
えた額が支給されます。対象と
なる方には、平成 27 年１月下
旬頃にお知らせと支給申請書を
お送りしますので、必要事項を
記入・押印のうえ、大阪府後期
高齢者医療広域連合に返送して
いただくか、保険年金課まで申
請してください。
▼問合せ
大阪府後期高齢者医療広域連合
給付課　☎ 06 ‐ 4790 ‐ 2031
役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

族（原則２回参加できる方で、
申込み先着 20 名）
▼申込先・問合せ
　泉佐野保健所精神保健福祉チ
ーム　☎ 462 － 4600

▼問合せ　保険年金課　☎ 492 － 2705　
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福　祉

◆統合失調症家族教室
▼日時
○第１回　２月４日（水）
　　　　午後２時～４時
○第２回　２月 13 日（金）
　　　　午後２時～５時
▼場所　泉佐野保健所３階講堂
▼所在地　泉佐野市上瓦屋583－1
▼講義内容
○第１回
　「統合失調症の理解と治療」
講師　よねもと診療所院長　
米
よねもと

本　重
し げ お

夫氏（精神科医）
○第２回「家族の関わり方と生
活支援の資源を知ろう」
講師　稲垣診療所　長

ながさき

崎　敏
としかず

和
氏（精神保健福祉士）、統合失
調症当事者等
▼対象　統合失調症患者のご家

◆ 20 歳になられた方へ
　日本国内に居住している 20 歳から 60 歳までの方は、厚生年金
や共済組合に加入している方、またはその配偶者に扶養されている
方を除き、20 歳になれば国民年金第１号の加入手続きが必要です。
▼国民年金加入手続きと流れ
　20 歳の誕生月の前月に、日本年金機構から「国民年金資格取得届」
が送られてきますので、必要事項を記入し、お住まいの市区町村の
窓口、または年金事務所に提出してください。その後、「年金手帳」
が送られてきます。年金手帳は、保険料納付の確認や将来年金を受
け取る際に必要ですので、大切に保管してください。
　保険料はご自身の誕生日の前日が含まれる月の分からお支払いい
ただくようになります。納付書が送付されますので、お近くの金融
機関の窓口で保険料を納めてください。
　なお、保険料は納付書での納付のほか、口座振替やクレジット納
付、コンビニエンスストアでの納付などの方法があります。
　保険料については、将来の老齢基礎年金を増額するための「付加
保険料」の納付、逆に保険料の負担を軽減するための「若年者納付
猶予制度」や「学生納付特例制度」の申請についても加入手続きと
同時に申請することができます。
　手続きや各種申請等については、お近くの年金事務所にお問い合
わせください。
▼問合せ
貝塚年金事務所　☎ 431 ‐ 1122　役場保険年金課　☎ 492 ‐ 2705

人　権
◆女性のための特設法律
　相談（完全予約制）
　女性弁護士による「特設法律
相談」を実施します。
▼とき　２月 25 日 ( 水 )
　　　　午後１時～５時
▼ところ　人権ふれあいセンタ
ー１階相談室（泉南市樽井９－
16 －２）
▼費用　無料
▼申込み　２月９日（月）午前
9 時より電話で泉南市人権推進
課へ（先着順）

◆手話教室
～障がい者を理解する講座
　　　手話教室を開催します～
▼日時　
○１回目　１月 27 日（火）　
　　　　13 時 30 分～ 15 時
○２回目　２月 10 日（火）　
　　　　13 時 30 分 ～ 15 時　
※それぞれの回のみの参加も可能
▼場所　地域活動支援センター
まつのき園
▼対象者　
　阪南市・岬町在住在勤の方
▼参加費　無料　※要予約
▼定員　15 名（先着順・定員
になり次第締切）
▼申込先・問合せ
　まつのき園
　　☎ 471 － 6863
　　FAX 471 － 6866　

▼一時保育　要予約。1 歳から
小学校 3 年生まで。お申し込み
時にお伝えください。
▼その他　主に、配偶者、パー
トナーなどからの “ 暴力 ”（ド
メスティック・バイオレンス、
ストーカー、セクシュアル・ハ
ラスメント、性暴力、性犯罪）
被害に関する相談や、離婚に関
する相談をお受けします。
※相談時間は一人 25 分です。
※この事業は、国際ソロプチミ
スト大阪－りんくうの協賛によ
り実施します。
▼申込先・問合せ
　泉南市人権推進課
　　　　　　☎ 480 ‐ 2855
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人 の 動 き

平成 26 年 12 月１日現在

世帯数
人　口   
　男　
　女

   ７，６８４
１６，７８７人
   ７，８８５人
   ８，９０２人

（－　４）
（－２８）
（－１４）
（－１４）

前月比
▼確定申告に関する
　お問合せは

　泉佐野税務署まで
　☎ 462－ 3471

相談日 相談時間 場　所 備　　考

２月３日（火）
～４日（水）

○午前の部
　午前 10 時～正午
○午後の部
　午後１時～４時

住民活動
センター

※午前・午後とも終了時間の 30 分前までご来場ください。
※混雑状況により入場できない場合や受付を早めに締め切
　らせていただく場合があります。
※相続税、贈与税、土地・建物・株式等の譲渡所得の相談
　は行っていません。

◆岬町役場での確定申告の受付・相談日等

税 平成 26 年分　所得税（国税）確定申告について
岬町役場での事前相談会は、２月３日、４日の２日間です！

▼申告に必要なもの
○印鑑 ・確定申告書、前年の確定申告の控え 
○通帳（還付申告の方）
○源泉徴収票（給与・公的年金等）
○平成 26 年中に支払った社会保険料（国保・年金・後
　期高齢・介護保険料等）の領収書等
○生命保険料、地震保険料控除のための証明書等
○所得金額を計算するために必要な帳簿・証明書などの
　資料
○医療費控除に必要な領収書等（事前に集計して下さい）

岬町役場

本庁舎

水道庁舎

深日港駅

府　　道

住民活動
センター
住民活動
センター

事前相談
会場

　平成 26 年分の所得税の確定申告の相談及び申告の受付は、平成 27 年 2 月 16 日（月）～３月 16 日（月）
までとなっています。

◆外部還付申告会場（イオンモールりんくう泉南）での申告・相談の受付・相談日等

２月 ６ ７ ８ ９ 10 11 12 13 開設時間金 土 日 月 火 水 木 金
イオンモールりんくう泉南

（２階イオンホール） ○ ● ● ○ ○ ● ○ ○ 午前 10時～午後４時
※正午～午後１時を除く。

※「○」はサラリーマンや年金受給者のための還付申告相談及び申告書等の提出ができる日です。
※「●」は近畿税理士会泉佐野支部主催の開催です。当該期間においては、還付申告相談のほか、事業所
得者、譲渡所得、贈与税等の申告相談はできますが、申告書の提出はできません。
※ご来場の際には、前年分の申告書の控え、源泉徴収票、所得控除に係る各種証明書など確定申告書の作
成に必要な書類や筆記用具、印鑑を持参してください。なお、混雑状況により、早めに相談の受付を締め
切らせていただく場合があることをご了承ください。

　確定申告期間に先立って、税理士による公的年金受給者・還付申告を対象に申告相談・受付を行います。
岬町役場での受付は２月３日（火）、４日（水）の２日間となります。早めに申告いただければ、還付も
早くなります。ぜひ、この申告相談日をご利用下さい。

　なお、税務署では、還付申告については、平成 27 年２月 15 日（日）以前でも行えます。（税務署の閉
庁日（土・日曜・祝日等）は、税務署では相談及び申告書の受付を行っておりません。）
※所得税及び復興特別所得税の確定申告書の作成に当たっては、還付申告の方も含め、申告される全ての
方について「復興特別所得税額」欄の記載が必要となります。
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各 種 相 談各 種 相 談各 種 相 談 ※くわしくはお問い合わせください。

相談業務名 日時等 場所・予約・問合せ

◆法律相談（予約制） 1 月 14 日（水）・28 日（水）
午後２時〜５時（定員 6 名）

住民活動センター
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆行政相談 1 月 20 日（火）
午前 10 時〜正午

役場相談室
まちづくり戦略室　☎ 492 − 2775

◆障がい者相談

■愛の家「みらい」相談室
　平日　午前９時～午後５時
※来所・訪問・電話・ＦＡＸ・メール
等で対応。なお、緊急の電話対応は、
相談員が 24 時間対応。
■障がい者出張相談（要予約）
　1月28日（水）午後１時30分〜４時

■愛の家「みらい」相談
　☎ 494 ‐ 0123 ／ FAX 494 ‐ 0102
　メール　mirai@ainoie.jp

■障がい者出張相談
　役場相談室　地域福祉課　☎492−2700

◆介護相談 ■岬町地域包括支援センター
　平日　午前９時〜午後５時 30 分

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 − 2716

◆教育に関する相談 平日　午後１時 30 分〜３時 学校教育課・指導課　☎ 492 − 2719

◆消費者相談 1 月 9 日（金）午後１時〜４時 役場監査委員室
産業振興課　☎ 492 − 2749

◆人権擁護委員による
　人権相談

1 月 6 日（火）・20 日（火）
午後１時 30 分〜３時

住民活動センター
人権推進課　☎ 492 − 2773　※予約不要

◆人権協会による
　人権相談

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　月・火・木曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時　※受付は４時まで
■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　水・金曜日（祝日は除く）の午前
９時〜午後５時　※受付は４時まで

■岬町人権協会多奈川事務所
　（文化センター内）
　　☎ 492 − 3270

■岬町人権協会淡輪事務所
　（淡輪地域協議会）
　　☎ 494 − 1508

◆総合生活相談 火〜金曜日（祝日は除く）の
午前９時〜午後５時 文化センター　☎ 492 − 0304

◆地域就労支援相談 平日　午前９時〜午後５時 地域就労支援センター　☎ 492 − 0341

◆障がい者就労・生活相談 平日　午前９時〜午後５時 NPO 法人障害者自立支援センター
　☎ 463 − 7867 ／ FAX463 − 7890

◆保健師健康相談 平日　午前９時〜午後５時 30 分 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆心の健康相談 ２月６日（金）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 － 2424

◆乳幼児育児健康相談 ２月２日（月）　午前 10 時～正午 岬町立保健センター　☎ 492 − 2424

◆育児相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 子育て支援センター　☎ 492 － 1350

◆療育相談 平日　午前 10 時〜午後４時 30 分 こぐま園　☎ 492 － 1131

◆相続・遺言相談（予約制）１月 20 日（火）午後１時～４時
※行政書士による相談を行います。

▼会場　岬町立保健センター　
▼予約　まちづくり戦略室　☎492－2775

◆福祉なんでも相談

■喫茶めだか組（多奈川小学校）　
　１月 14 日（水）午後１時～３時
■ふれあい喫茶（深日会館）
　１月 21 日（水）午前 10 時～正午
■オークワ岬店　　　　　　　　　
　１月 28 日（水）午前 10 時～正午

■岬町地域包括支援センター
　高齢福祉課　☎ 492 － 2716
■いきいきネット相談支援センター　
　☎ 492 ‐ 2955
■岬町社会福祉協議会
　☎ 492 ‐ 0633
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岬町スキーツアー参加者募集
▼日程　２月 14 日（土）～ 15 日（日）
▼集合日時　２月 14 日（土）午前５時 45 分
▼集合場所　役場または町民体育館
▼解散日時　２月 15 日（日）午後 11 時頃
※交通事情により解散時間には多少のずれがあります。
▼行先　鳥取県わかさ氷ノ山スキー場
▼宿泊先　つくよね山荘　
▼食事　14 日昼・夜、15 日朝・昼。※ 14 日朝、15 日夜は含みません。
▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者
▼参加費（リフト代込）　大人 25,000 円、中学生 23,000 円、小学生以下 19,000 円
※スキーレンタル料は希望者のみ別途 3,000 円（２日間）必要です。
▼その他
○スキーツアー中の事故は保険の範囲内で措置します。それ以外は一切責任を負いませんのでご了承
ください。
○子どもだけでの参加は小学４年生以上とします。また、中学生までの子どもだけでの参加者は現地
でのスキー講習が義務付けられます。
▼申込　１月 18 日（日）午前 10 時より正午まで青少年センターにて受け付けます。なお、定員に
達し次第終了します。代理申込可能です。参加申込書は青少年センター（生涯学習課）にあります。
※申込後のキャンセルはキャンセル料が必要です。
▼募集人数　30 名
▼主催　岬町体育協会　▼共催　岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ　▼主管　岬町スキー連盟
▼問合せ
○岬町スキー連盟　上村　☎ 090 ‐ 3485 ‐ 1939　辻下　☎ 090 ‐ 9050 ‐ 9517
○生涯学習課　☎ 492 ‐ 2715

広報岬だより平成27年１月号　平成27年（2015年）１月１日発行
編集 /発行　岬町役場　まちづくり戦略室　〒599－0392　大阪府泉南郡岬町深日2000－1　
広報に関するご意見・問合せ☎072－492－2775（各課へのお問い合せは直通番号をご利用ください。）
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みさきウィッシュ講座　参加者募集！

▼定員　15 名　※ 先着順。定員になり次第締切り。
▼開催場所 　ピアッツァ５　１階調理室
▼材料費　当日徴収　※申込期間終了後のキャンセ
ルは材料費をいただきますのでご了承ください。
▼一時保育　無料「先着 10 名（満１歳 ～ 就学前）」
▼主催　岬町
▼協力　人権推進課パートナースタッフ「なんかや
り隊みさき小町」、岬町事業所人権問題連絡会
※参加申込みには、氏名（フリガナ）・住所・電話

講座名 日時 内容 材料費 申込期間 各自持参品等

手づくり
パン教室

１月 28 日（水）
　10 時～正午

バレンタインのパン
スノークッキー

（チョコ）

1,800 円
（ラッピング代

含む）
１月７日（水）

～ 21 日（水）

持ち物
○タオル　
○エプロン
○筆記用具

番号又保育を申し込まれる方は子どもの名前
（フリガナ）・性別・生年月日が必要です。
※申込により収集した個人情報は、みさきウィッ
シュ講座参加者の確認以外には使用しません。
▼申込・問合せ 　人権推進課　
○☎ 492 － 2773（9:00 ～ 17:30）　
※ただし、正午～ 12:45 及び土・日・祝は除く。
○ＦＡＸ　 492 － 5814（人権推進課あて） 
○Ｅ－ mail 　jinken2@town.osaka-misaki.lg.jp   

▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者▼対象者　岬町在住・在勤の方、または岬町体育協会、岬町スポーツ少年団、みさきタコクラブ登録者


